
 

令和６年度における味の素ＡＧＦ株式会社との連携事業について 

 

１ 令和６年度における具体的な取組み 

味の素ＡＧＦ株式会社では、手軽に作れるマイボトル専用のスティックタイプのパウ

ダードリンクを販売するなど、マイボトルの日常使い促進に取り組んでおります。同社

とは、今回締結する連携協定に基づき、連携して次の事業を実施します。 

(1) もったいない山形協力店におけるマイボトル普及啓発 

「もったいない山形協力店※」登録店（スーパーマーケット）からの協力を受け、店

舗において、粉末飲料などのマイボトル向けの商品（同社以外の商品を含む。）の陳列

コーナーに、マイボトル利用を呼びかける啓発ＰＯＰを設置する。 

（令和６年度参加事業者：11 社 144 店舗） 

(2) マイボトルプレゼントキャンペーン 

啓発ＰＯＰからアクセスできるキャンペーンサイトをＷｅｂ上に作成し、プラスチ

ックごみに関するクイズを出題し、回答者の中から抽選で山形県オリジナルボトルを

プレゼントする。 

(3) やまがた環境展 2024 におけるマイボトル普及啓発 

10 月 19 日（土）及び 20 日（日）、山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）に

て開催する「やまがた環境展 2024」において、マイボトルの利用促進に係る展示ブー

スを設置し、普及啓発を実施する。 

 

※もったいない山形協力店 

「ごみゼロやまがた」の実現に向けて、ごみ削減・リサイクル推進を実践する飲食店、宿泊施設、

小売店を登録する制度。県は登録店舗への啓発物品の配付やホームページでの紹介などを行う。 

 

２ 実施期間 

令和６年 10 月１日（火）～31 日（木）（10 月：３Ｒ推進月間） 

 

３ その他 

本県では、マイボトルの利用促進に関して、「持ち歩こう！マイボトル運動」を展開

し、本協定に基づく連携事業のほか、次の事業を行っています。 

(1) もったいない山形協力店（飲食店・宿泊施設・小売店）のうち、マイボトルへの飲

料提供が可能な店舗を「マイボトル対応店」として紹介するとともに、対応店に啓発

物品（ステッカー）を配付する。 

(2) 県庁舎及び県環境科学研究センターにマイボトル用給水器を設置し、施設利用者へ

のマイボトル利用を呼びかける。（「ウォータースタンド株式会社」との連携協定に基

づき実施） 

別紙 


